
登録申請の手続き（新規登録）
 新規に登録される方（昨年度末までに有効期限が切れた方を含む）

①演習課題（判定票）及び登録要綱に記載の様式・添付書類・登録用顔写真を
まちづくり課までご提出ください。（2/27〆切）
※電子データでも可。写真はカメラ等で撮影したデータをそのままご提出ください。

②登録手続きが完了次第、登録証を送付いたします。
大切に保管してください。
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登録申請に必要な書類

区 分
【左記以外】

（登録要綱の第２条第１項第１号
又は第４号に該当する者）

【国又は地方公共団体等の職員】
（職員であった者を含む）

（登録要綱の第２条第１項第２号
又は３号に該当する者）

・被災宅地危険度判定士登録申請書
（様式第１号）
・資格要件申告書（様式第２号）
・資格要件申告書で添付することと

されている書面（様式第２号裏面参照）
・登録用顔写真
・演習課題

・被災宅地危険度判定士登録申請書
（様式第１号）
・実務経験証明書（様式第３号）
・登録用顔写真
（カメラ、スマートフォン等で撮影

したデータ）
・演習課題

・新規に登録される方
（登録証の有効期限が
既に切れており、現在資
格を有していない方を含
む）



登録申請に必要な書類（新規登録）
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【様式第１号】

記入不要

各項目を記入

• 行政職員
⇒② or ③

• 行政職員以外
⇒様式第２号裏面の

ア～クに該当⇒①
ケ～コに該当⇒④



登録申請に必要な書類（新規登録）
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ア～コのいずれかを記入

【様式第２号】（行政職員以外）

各項目を記入

【様式第２号裏面】



登録申請に必要な書類（新規登録）
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【様式第３号】（行政職員及び様式第２号裏面で必要とされた方）

証明者の著名（自筆）
（例）〇〇部××課所属

→課長又は部長

証明者の管理する部署
に所属していた期間

該当でない方に二重線

登録者氏名



登録申請の手続き（更新登録）

 登録を更新される方 （演習課題の提出は不要）

①講習会資料をご確認のうえ、登録要綱に記載の様式・添付書類・登録用顔写真を
まちづくり課にご提出ください。（2/27〆切）
※電子データでも可。写真はカメラ等で撮影したデータをそのままご提出ください。
※現在所持している登録証も併せてご返却ください。

②登録手続きが完了次第、登録証を送付いたします。
大切に保管してください。
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・被災宅地危険度判定⼠登録延⻑申請書（様式第６号）
・現在所持している登録証
・登録用顔写真（カメラ、スマートフォン等で撮影したデータ）

・登録を更新される⽅

・被災宅地危険度判定⼠登録証再交付申請書（様式第７号）
・登録用顔写真（カメラ、スマートフォン等で撮影したデータ）

・登録証の紛失等により登録
証の再交付が必要な⽅

 紛失等により登録証を再交付される方 （演習課題の提出は不要）

※登録手続きは上記（更新登録）と同様



登録申請に必要な書類（更新登録）
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【様式第６号】

記入不要

各項目を記入



登録申請に必要な書類（まとめ）

登録申請に必要な書類

区 分
【左記以外】

（登録要綱の第２条第１項第１号
又は第４号に該当する者）

【国又は地方公共団体等の職員】
（職員であった者を含む）

（登録要綱の第２条第１項第２号
又は３号に該当する者）

・被災宅地危険度判定⼠登録申請書
（様式第１号）
・資格要件申告書（様式第２号）
・資格要件申告書で添付が必要と
されている書⾯（様式第２号裏⾯参照）

・登録用顔写真
・演習課題

・被災宅地危険度判定⼠登録申請書
（様式第１号）
・実務経験証明書（様式第３号）
・登録用顔写真
（カメラ、スマートフォン等で撮影
したデータ）

・演習課題

・新規に登録される⽅
（登録証の有効期限が
既に切れており、現在
資格を有していない⽅
を含む）

・被災宅地危険度判定⼠登録延⻑申請書（様式第６号）
・現在所持している登録証
・登録用顔写真（カメラ、スマートフォン等で撮影したデータ）

・登録を更新される⽅

・被災宅地危険度判定⼠登録証再交付申請書（様式第７号）
・登録用顔写真（カメラ、スマートフォン等で撮影したデータ）

・紛失等により登録証
の再交付が必要な⽅

申請者は上記必要書類を、生活環境部くらしの安心局まちづくり課に提出してください。

鳥取県生活環境部くらしの安心局まちづくり課
担当：川原、前田、川本
〒680-8570 鳥取市東町一丁目２２０番地
電 話：0857-26-7366 FAX：0857-26-8113
メール：machizukuri@pref.tottori.lg.jp
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※各様式及び記入方法については、
鳥取県被災宅地危険度判定士登録要綱（R７.６）
をご確認ください。
県HP：http://www.pref.tottori.lg.jp/124373.htm


